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１. 組織の概要 

 

（１）名称及び代表者名 

組織の名称：一般社団法人環境金融支援機構 

代表者：代表理事 増田 貴司 

 

  （２）設立年月日 

        2019年 12月 9日 

 

（３）所在地 

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-5-5 全国旅館会館３階 

 

（４）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先 

環境管理責任者：押見 有多子 

担当者連絡先  :環境事務局 岡野 明浩 

  TEL：03-6261-1530 FAX：03-6261-1531 

 

（５）事業規模 

従事者数：７名 

事務所延床面積：102.30m2 地下 2階地上 7階 3階 4号室 

 

（６）対象範囲 

当機構の全組織・全活動を対象としてエコアクション 21に取組みます。 

 

（７）期間 

2022年 4月 1日～2023年 3月 31日 
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２．事業内容 

 

（１） 目的 

当機構は、わが国の脱炭素社会の構築に向け、これに寄与する温暖化対策を推進する

ために必要な金融支援制度に着目し、より効果的な制度の普及・拡大を図ることを目的

に設立されました。 

国や地方公共団体における温暖化対策の取り組みと連携し、金融支援措置に係る調査・

分析、情報の収集・提供、事業支援の実施等の包括的な取り組みを行うことにより、脱

炭素社会を実現すると共に、環境・エネルギー分野（主に省エネルギー）に関わる産業

や金融機関の持続的発展に貢献していきます。 

 

 

（２） 事業内容 

・温暖化対策に係る金融に対する助成制度の調査・分析を行う事業  

・温暖化対策に係る金融に対する助成制度に対し、行政・各種関係団体・法人・家庭 

等との協議・情報交換等を連携する事業  

・温暖化対策に係る金融に対する助成制度（補助金制度）を利用した事業  

・その他、当機構の目的を実現、達成するために必要な事業 
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３．環境経営方針 

環境経営方針 

                

【基本理念】 

一般社団法人環境金融支援機構は、「社会の持続的発展」に向けて、環境と調和した事業活

動を行います。 

 

【行動指針】 

 

１．私たちは、環境に配慮した製品・サービス（主に省エネルギー関連）を扱います。 

 

２．私たちは、職場や事業活動における環境汚染の予防に努め、循環型経済社会の実 

現をめざします。 

 

３．私たちは、事業活動において万一、環境問題が生じた場合には、適時適切に公表し、 

再発防止のための対策を速やかに講じます。 

 

４．私たちは、環境に関連する法令・規制を遵守します。 

 

５. 私たちは、環境問題に対する意識向上を図るとともに、環境保全活動や地域・社会貢 

献活動を推進します。 

 

 ６．私たちは、環境経営の継続的改善を実施します。 

 

７．環境への取組みを環境経営レポ－トとしてまとめ公表します。 

 

８．この環境経営方針は、全職員に周知・徹底します。  

 

                   制定日：2020年 1月 6日 

改定日：2020年 10月 2日 

改定日：2020年 11月 20日 

 

 

一般社団法人 環境金融支援機構 

                           代表理事 増田 貴司 
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4. 実施体制 

 当機構の実施体制は、以下の通りとなります。 

代表者

（代表理事）

環境管理責任者

環境事務局

総務部 企画部 事業推進部 ESGリース促進事業部  

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な人・設備・費用・時間等を経営資源を準備

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員への周知

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・代表者による実施構築化と全体の評価と見直し

・課題とチャンスの明確化による経営目標、計画、実施体制等の見直し並びに指示

・環境経営レポートの承認

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境経営目標の取り組み結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの承認

・環境管理責任者の補佐

・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・環境経営目標の実績集計

・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理

・環境関連法規等取りまとめに基づく遵守評価の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開（事務局に備え付け）

・環境経営計画の審議

・環境経営目標に対する実績の確認・評価

・自部門における環境経営方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門に関する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・自部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施

・自部門の想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成

・試行・訓練の実施、記録の作成

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加
全従業員

役割・責任・権限

代表者

（代表理事）

環境管理責任者

環境事務局

各部の責任者
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5. 環境経営目標        

 

環境の目標は、当機構の事業活動に伴う環境への負担や機構で実施してい 

る環境保全に関する事業の状況、データの入手方法を鑑み、以下の取組に関し 

て目標設定を行っています。 

  当機構おける取組は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までとします。 

2023年度 2024年度 2025年度

基準値 目標値 目標値 目標値

電力の削減目標 削減1% 削減2% 削減3%

（kＷｈ）/年 8,157 8,002 7,877 7,797

CO2換算(kｇ-CO2）/年 3,720 3,649 3,592 3,555

一般廃棄物の削減目標 削減1% 削減2% 削減3%

kg/年 267 264 262 259

上下水量の削減目標 増量しない 増量しない 増量しない

m3/年 48 48 48 48

事務用品のグリ－ン購入比

率増加向上
増量しない 増量しない 増量しない

％/年 90 90 90 90

用紙使用量削減に向けた

チャ－ジカウント数の削減

目標

削減2% 削減4% 削減6%

枚/年 39,407 38,619 37,831 37,043

二酸化炭素抑制支援事業へ

の参画による二酸化炭素削

減効果量

二酸化炭素削減

効果量の集計

二酸化炭素削減

効果量の集計

二酸化炭素削減

効果量の集計

検証方法
環境省行政事業

レビュー

環境省行政事業

レビュー

環境省行政事業

レビュー

2020～2022年

度実績平均等

社

外

へ

の

環

境

配

慮

社

内

へ

の

環

境

配

慮

廃棄物排出量の削減

排水量の削減

グリ－ン購入の推進

二酸化炭素排出量の削減

参画事業関連

 
・電力の CO２排出係数は東京電力エナジーパートナー（株）0.456kg CO２/kＷｈを用いて

算出しております 



8 

 

６．環境経営計画 

 

（１）二酸化炭素排出量の削減 

【節電による二酸化炭素排出量の削減】 

 ①冷暖房 

      ・夏季におけるクールビス、冬季におけるウォームビズの実施によ

り、冷暖房の使用を控えます。 

      ②照明 

      ・昼休み、残業時間等不必要な時並びに使用していない部分は消灯し

ます。 

      ③ＯＡ機器 

      ・一定時間使用しない場合はスタンバイ又は省エネモ－ドにします。 

      ・昼休み、外出、帰宅等長期使用しない場合は電源を切ります。 

      ④その他 

      ・ブラインドの利用より室温の調整を行います。 

 

（２）廃棄物排出量の削減 

・ビル管理会社の指導に従い分別処理を行います。 

・事務所内の張り紙等により可燃ごみの削減を促します。 

 

（３）排水量の削減 

・水道水はビル全体の使用量をテナントの広さで負担している為、2019  

年度の水道使用量の月平均使用量を基準値とし、増量しない 100％を

目標とします。 

・事務所内の張り紙等により上水使用の節減の励行を促します。 

 

（４）グリ－ン購入の推進 

・環境ラベル認定等製品を優先的に購入します。 

・省エネルギ－基準適合製品を購入します。 

・コピ－用紙、印刷物、パンフレット、名刺等の紙について、再生紙ま 

たは非木材紙を購入します。 

 

（５）参画事業関連 

【コピー用紙の年間使用量の管理を行います】 

 ・両面コピー、集約コピーの徹底を行います。 

 ・使用済み用紙の裏面利用を推奨します。 

 ・会議使用の資料、参画事業の申請書類の電子化を推進します。 
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     【利用者からの問い合わせを、当機構のＷＥＢ経由での問い合わせに誘

導します。】 

        ・当機構は利用者からの問い合わせは全て紙に残す事にしているが、 

ＷＥＢからの問い合わせを推進し、電子デ－タとしてその内容を 

保存し、紙の削減に繋げます。 

 

   【二酸化炭素抑制支援事業への参画】 

・地球温暖化対策向け補助金（二酸化炭素排出抑制対策事業）に自ら参

加する事により、間接的にも国内の二酸化炭素排出量の削減に貢献し

た同事業に係わる二酸化炭素削減効果量を公表します。 

 

７．環境経営目標・計画に基づき実施した取組内容、実績結果

とその評価 

基準年 目標値 実績 評価

電力の削減目標 削減16%

（ｋＷｈ） 9,984 8,387 8,288

CO2換算(kg-CO2） 4,613 3,906 3,587

一般廃棄物の削減目標 削減6%

㎏/年 486 457 230

上下水量の削減目標 増量しない

m3/年 60 60 37

事務用品のグリ－ン購入比

率増加向上
増加6%

％/年 54 57 100

用紙使用量削減に向けた

チャ－ジカウント数の削減
削減10%

枚/年 78,500 70,650 24,339

問い合わせ内容のＷＥＢ化

増加目標
増加12%

件/年 102 114 488

二酸化炭素抑制支援事業へ

の参画による二酸化炭素削

減効果量（円/ｔｰCO2）

環境省

「ESGリ－

ス促進事業

への参画

9,737

検証方法

環境省「行

政事業レ

ビュー」

環境省「行

政事業レ

ビュー」

2019年度 2022年度

社

内

へ

の

環

境

配

慮

二酸化炭素排出量の削減

廃棄物排出量の削減

排水量の削減

グリ－ン購入の推進

〇

〇

〇

社

外

へ

の

環

境

配

慮

参画事業関連

〇

〇

〇

   
【評価】〇：目標達成 ×：未達成 
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   <取組結果とその評価＞ 

 

【社内への環境配慮】 

 

・二酸化炭素排出量の削減は、年度目標を達成し、ＣＯ２換算では目標値に 

対し 8.2％の削減結果となりました。 

   ・廃棄物排出量は、年度目標を達成し、目標値に対し 50％削減となり、大幅

に削減することが出来ました。 

   ・排水量（上下水量）は、年度目標値より 38.3％の削減となり、「増量しな

い」目標を上回る削減をすることが出来ました。 

   ・グリーン購入の推進では、全ての購入がグリーン対象製品とすることが出

来ました。 

 

 

   【社外への環境配慮】 

 

   ・用紙使用量は、年度目標値を大幅に上回る 65.5％削減となり、目標値を大

きく上回る削減をすることが出来ました。 

   ・問い合わせ内容の WEB化の増加目標は、114件/年に対し、実績は 488件/年

と、目標に対し大幅に上回る達成となりました。 

   ・二酸化炭素抑制支援事業への参画による二酸化炭素削減効果量に対し、執

行団体として、環境省「ＥＳＧリ－ス促進事業」に参画し、無事に年度事

業を終了しました。同事業の執行内容は、環境省ホームページ「行政事業

レビュー」で公開されております。達成度は 113.6％となりました。 

 

    経営環境目標達成に向け、環境経営計画に基づき全従業員で行動し大幅に 

目標を達成する事が出来ました。 

 

 

 

＜次年度の取組内容＞ 

環境経営目標の見直しの年度となります。新たに設定する環境経営目標の達

成に向け、環境経営計画に基づき職員全員が積極的に行動し、またＰＤＣＡを

実施・共有して取組みます。 
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８．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに 

  違反、訴訟などの有無 

（１）環境法規等の遵守状況 

 

当機構に適用される主な環境関連法令は、以下の通りとなります。関連法令

を遵守し、環境活動を推進します。 

 

区分 法規定等の名称 条項 項目 遵守項目 評価

環境基本法 第8条 事業者の責務
基本理念にのっとり事
業活動を行う 〇

地球温暖化対策の推
進に関する法律

第5・23条
事業者の責務、事業活動
に伴う排出削除

温室効果ガス排出抑制
の努力

〇

環境配慮促進法 第４･9条
事業者の責務、環境報告
書の作成・報告

環境情報の作成・提出 〇

千代田区生活環境条
例

第5・9条
事業者の責務、事業者の
ごみの散乱防止等に関わ
る責務、環境美化等

環境負荷の低減努力、
区の施策に協力

〇

都民の健康と安全を確
保する環境に関する条
例

第4条 事業者の責務
環境負荷の低減・公害
防止の措置、都の施策
に協力

〇

グリ－ン購入法 第5条 事業者及び国民の責務
環境配慮型事務用品等
の購入 〇

特定家庭用機器再商品化法第6条 事業者及び消費者の責務
長期間使用並びに法令
に順じた廃棄等（冷蔵
庫）

〇

使用済小型電子機器
等の再資源化の促進
に関する法律

第7条 事業者の責務

法令に順じた排出等
（電子レンジ・湯沸かし
ポット・コーヒーメ－カ
－・掃除機　各1台、扇
風機2台）

〇

廃棄物
千代田区一般廃棄物
の処理及び再利用に関
する条例

第10条 基本的責務
ビル管理会社の方針に
順じて対応 〇

その他 消防法
第1・24・
25条

消火の活動　他
防災管理、消防計画等
ビル管理会社の方針に
準じて対応

〇
防災管理者の任命、消化設備、
避難経路等の確認

遵守状況の確認

事業活動

廃棄物・リサイクルに関する背景・
基本認識等の理解

事務所内節電等の実施

環境報告書の作成、提出（エコア
クション21）

廃棄物・リサイクルに関する背景・
基本認識等の理解

環境への負担の低減、必要な管
理体制の整備の確認

リサイクル

グリーン対象品の購入率を定期
的確認し、その購入率を高める

対象となる製品の廃棄状況の確
認。また廃棄した場合のその処理
方法の確認

対象となる製品の廃棄状況の確
認。また廃棄した場合のその処理
方法の確認

分別、廃棄場所等ビル方針に
従っている事の確認

 

 

 

【遵守状況】〇：適合 ×：不適合 

・当機構に適用される環境関連法令に対し、全て遵守しております。 
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（２）違反、訴訟等 

  

2022年 4月 1日～2023年 3月 31日までの期間、環境関連法規等への違反

はありません。また、関係当局よりの違反等の指摘訴訟等及び外部からの苦

情もありません。 

 

９．代表者による全体評価と見直し・指示 

2022 年度は、新型コロナウイルス感染症後の需要回復傾向にあったものの、

脱炭素化の進展、ウクライナ問題等各企業においては投資環境や経済の安全保

障面での大きな変化に直面しました。 

その中で、当機構は、各目標を大きく超える達成結果となりました。 

 その主要因は目標達成に向け、職員全員が積極的に環境活動し、ＰＤＣＡ

を行った結果であると判断しております。 

 2023年度は新たな環境経営目標を設定することとなります。 

当機構を取り巻く経営環境は、電力高騰等厳しい状況が続きますが、職員

の環境に対する意識が高まっていると感じており、今後も目標達成に向け

て、現体制で確実に進めていきたいと考えます。 


